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ゴールデンウィークを迎えるにあたり 

 

 平素より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り，感謝申し上げます。 

 さて，ゴールデンウィークは，様々な問題や交通事故の誘発が危惧されています。また，交友関

係のトラブル，いじめや不登校等が顕在化する時期でもあります。 

 生活指導上における留意事項について記載いたしましたので，お子さんとの交流，対話の時間を

設けていただき，動静を的確に把握するとともに健全育成に向けたご指導をお願いいたします。 

 

１ 生活上の注意事項 

連日，伝染拡大や感染者数の増加が報道され，大変憂慮すべき状況にあります。予防を心がけ

るとともに，規則正しい生活を送り免疫を下げないことが大切です。 

学習と健康増進を意識し，基本的な生活習慣の確立と安全に関する積極的な取り組みをお願い

します。ご家庭において，特にご指導・ご確認いただきたい事項について記載します。 
 
（１） 新型コロナウイルス感染症について 

・不要不急の外出を避け，基本的な感染対策を継続しながら新しい生活様式の実践ついてご

指導ください。 

・罹患者や濃厚接触者に対する差別・偏見・誹謗中傷をしないようご注意ください。 

・ＳＮＳ等において，不確かな情報に惑わされたり，不適切な使い方をしないようご留意く

ださい。 

（２）健全な生活について 

   ・生活リズム，服装や頭髪が乱れないようご注意ください。 

・夜間の外出には特に注意が必要です。深夜に及ぶ交遊，外泊，遊技場の出入り，盛り場を

徘徊させないように，また，暴力行為等の発生や被害の防止にご注意ください。 

・薬物乱用や性非行・性犯罪も大きな社会問題になっています。交遊関係にご注意ください。 

（３）不審者について 

・できる限り複数で人通りのない道は避ける等，防犯対策と，遭遇した場合の対処方法（「す

ぐ逃げる。近くの人に助けを求める。近隣へ避難する。」等，身の安全を確保する迅速な

行動をとる。そして１１０番通報。）についてご指導ください。 

（４）初発型非行（万引き，バイク盗，自転車盗，占有離脱物横領）について 

・規範意識の乏しい若者によって単純な動機で安易に行われているのが現状です。その場に

居合わせただけでも罪は免れません。犯罪は決して許されないことを再度ご指導ください。 

（５）ＳＮＳ等を始めインターネット上の有害情報や危険性について 

・「子どもを被害者にも加害者にもしない」ために，改めて使用上の注意を促してください。

お子さん自身に，自制心と危機意識を持たせることが大切です。 
 

２ 安全についての指導 

  人命尊重の精神を理解させ，自他を大切にし，ルールやマナーに関するご指導をお願いします。

特に，交通安全にはくれぐれもご留意ください。交通社会の一員として，自他の生命を尊重した

行動がとれるよう，事故の恐さについて更に踏み込んだご指導をお願いします。 
 

３ アルバイトについて 

  アルバイトは原則禁止です。必要の場合には，必ず担任に相談してください。アルバイトを原

因とした様々な諸問題（学業不振・遅刻や欠席・金銭トラブル等）が報告されています。お子さ

んが保護者や学校に相談せず，安易に労働契約を結ぶことも懸念されます。ご注意ください。 


